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○ 

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

 

（
削
る
） 

（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
） 

第
一
条 

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条

第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
は
、
米
穀
と
す
る
。 

 

 

（
削
る
） 

（
米
穀
の
転
売
の
禁
止
） 

第
二
条 

米
穀
を
不
特
定
の
相
手
方
に
対
し
売
り
渡
す
者
か
ら
米
穀
の
購
入
を
し

た
者
は
、
当
該
購
入
を
し
た
米
穀
の
譲
渡
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
し
、

当
該
米
穀
の
売
買
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
誘
引
を
し
て
行
う
も
の
で
あ
つ

て
、
当
該
米
穀
の
購
入
価
格
を
超
え
る
価
格
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
一
条 

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一
～
四 

 

（
略
）  

２ 
 

（
略
） 

（
報
告
の
徴
収
）  

第
三
条 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
報
告
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
四 

 

（
略
）  

２ 
 

（
略
） 

 

第
二
条
～
第
四
条 

 

（
略
） 

第
四
条
～
第
六
条 

 

（
略
） 

 

 

（
罰
則
） 



 

 

2 

 

 
 

（
削
る
） 

第
七
条 

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、

一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併

科
す
る
。 

２ 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は

、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
罰
金
刑
を
科

す
る
。 
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地
方
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法
施
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（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
附
則
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三
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

別
表
第
一 

 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
） 

備
考 

 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政

令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一 

 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
） 

備
考 

 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政

令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

政 
 

令 
事 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

務 

（
略
） 

（
略
） 

国
民
生
活
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緊

急
措
置
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
九
年

政
令
第
四
号
） 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

 

政 
 

令 
 
 
 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

（
略
） 

（
略
） 

国
民
生
活
安
定
緊

急
措
置
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
九
年

政
令
第
四
号
） 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

（
略
） 

（
略
） 
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